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「家の修理に給付金が使える」という勧誘にご注意！の巻
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◆訪問販売で契約した場合は

クーリング・オフできます。

◆災害の被害がなければ、

きっぱり断りましょう。

◎ 保険金を「給付金」などと言って

公的な補助金と勘違いさせる業者も

あります。

◎ 「老朽化部分も給付金で修理できる」

「申請も代行する」と勧誘される

トラブルが増えています。

◎ 保険金が出ても高額な手数料を

請求する手口です。

◆保険申請は自分でできます。

保険会社に相談しましょう。

岩出市役所（消費生活相談） 和歌山県消費生活センター
〒６４９－６２９２ 〒６４０－８３１９

岩出市西野２０９番地 和歌山市手平２丁目１－２ 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛８F

TEL：０７３６－６１－６９６６ TEL：０７３－４３３－１５５１
平日８：４５～１７：３０ 平日９：００～１７：００

毎週木曜日 １３：００～１６：００（専門相談員） 土・日１０：００～１６：００（電話相談のみ）


